
   公立大学法人前橋工科大学業務方法書 

 

                    平成３０年４月１日改正 

                    公立大学法人前橋工科大学規程第１３号 

 

 （目的） 

第１条 この業務方法書は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。以下

「法」という。）第２２条第１項の規定に基づき、法第２２条第２項及び前橋市公

立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則（平成２５年前橋市規則第

１９号）第３条に規定する事項を定め、公立大学法人前橋工科大学（以下「法人」

という。）の業務の適正な運営に資することを目的とする。 

 （内部統制に関する基本事項） 

第２条 法人は、役員（監事を除く。）の職務の執行が法又は他の法令に適合すること

を確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制（以下「内部統制シ

ステム」という。）を整え、継続的にその見直しを図るとともに、役員及び職員（以

下「役職員」という。）への内部統制に関する周知及び研修の実施並びに必要な情

報システムの整備に努めるものとする。 

第３条 法人は、内部統制システムに関する事務を統括する役職員の決定その他内部

統制システムの推進に必要な措置を行うものとする。 

２ 法人は、内部統制システムによるモニタリングが適切に行われるよう、必要な措

置を行うものとする。 

３ 第１項の役職員は、定期的な連絡の機会を設けるとともに、内部統制システムに

関する事務を統括する役員に対し、必要な報告を定期的に行うものとする。 

第４条 法人は、職員の職務の執行に当たり、法若しくは他の法令又は法人の定める

規程に違反する事由が発生した場合における当該職員に対する懲戒に関する規程

その他必要な対応の指針を定めるものとする。 

２ 法人は、前項に規定する事由が発生した場合は、速やかに是正措置を行い、併せ

て再発防止を図るものとする。 

３ 法人は、職員の人事異動に係る基本方針を策定し、的確な人事異動により業務が

効果的に行われるよう、努めるものとする。 

第５条 法人は、理事長から役職員への意思の伝達並びに職員から役員への危機管理

及び内部統制に係る情報その他の必要な情報の伝達が確実に行われるよう、必要な

措置を行うものとする。 

 （法人運営に関する基本的事項） 

第６条 法人は、法人の運営方針を定め、これを公表するものとする。 



２ 法人は、職員の倫理指針を定めるものとする。 

第７条 法人は、業務執行に係る決裁及び経費支出の承認に係る手順を明らかにする

とともに、役職員は、その過程における確認機能を着実に果たすものとする。 

２ 法人は、業務の適正かつ効率的な実施のために必要なマニュアル及び効率的な業

務運営を可能とするための情報システムを整備するものとする。 

 （理事の分掌に関する事項） 

第８条 法人は、理事の分掌を決定し、これを公表するものとする。 

 （中期計画等の策定に関する事項） 

第９条 法人は、中期計画及び年度計画（以下「中期計画等」という。）について、理

事会、経営審議会及び教育研究審議会の議を経て策定するものとする。 

 （中期計画等に係る評価及び評価に基づく予算の適正な配分に関する事項） 

第１０条 法人は、中期計画等の進捗管理及び中期計画等に基づき実施する業務の評

価（以下「評価活動」という。）を行うために必要な体制を整備し、当該評価活動

の結果を踏まえ、法第７８条の２第２項に規定する報告書を作成するものとする。 

２ 評価活動は、あらかじめ定める手順に従い適正に実施するとともに、法人の業務

が必要とされる手順を踏まえて執行されていることについて、確認するものとす

る。 

３ 法人は、評価活動の結果に基づき予算が適切に配分されるよう、予算を編成する

ものとする。 

 （リスク評価及び対応に関する事項） 

第１１条 法人は、業務の実施に当たって障害となる要因（以下「リスク」という。）

について、事前に識別、分析及び評価並びに必要な規程の整備を行うものとする。 

２ 法人は、前項の規定により認識したリスクについて、適切な対応を行うため、次

に掲げる取組を行うものとする。 

 (1) リスク管理に係る事務を統括する組織の決定 

 (2) 把握したリスクを低減するための検討 

 (3) 把握したリスクに対する評価の定期的かつ継続的な見直し 

 (4) 把握したリスクに関する広報の体制及び広報における留意事項の整理 

第１２条 法人は、事故、災害その他の緊急時における対応に当たり、次に掲げる措

置を行うものとする。 

 (1) 訓練等の実施 

 (2) 緊急事態発生時における対策本部の設置 

 (3) 緊急事態発生時における初動体制の確立 

 (4) 緊急事態発生時における情報収集の迅速な実施 

２ 法人は、反社会的勢力への対応の方針について、整備するものとする。 



第１３条 法人は、施設の定期的な点検及び必要な補修を実施するものとする。 

第１４条 法人は、情報システムに係るリスクへの対策として必要な取組を行うもの

とし、その状況について、定期的に点検するものとする。 

 （契約等に関する事項） 

第１５条 法人は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、入札

によるものとする。ただし、契約の性質又は目的が競争を許さない場合その他別に

定める場合は、この限りでない。 

第１６条 法人は、入札及び契約に係る事務が適切に実施されるよう、必要な体制を

整備するものとする。 

２ 法人は、談合情報がある場合の対応の方針について、整備するものとする。 

 （研究の適切な実施に関する事項） 

第１７条 法人は、研究活動について、次に掲げる事項を確保するための規程を整備

するものとする。 

 (1) 内部牽制機能による研究費の適正経理 

 (2) 研究不正の防止 

 (3) 知的財産の保護 

２ 法人は、特に厳格な規律を要すると考えられる研究が実施される場合は、当該研

究が適切に行われるよう、必要な措置を行うものとする。 

 （情報の適切な管理に関する事項） 

第１８条 法人は、情報セキュリティの確保に関する規程の整備その他情報漏えいの

防止に係る取組を推進するものとする。 

２ 法人は、個人情報の保護に関する規程を整備し、個人情報を適切に管理するため

に必要とされる取組を着実に実施するとともに、当該取組について定期的に点検す

るものとする。 

第１９条 法人は、法人の意思決定に係る文書が適切に管理されることを担保するた

めに、文書の適切な保存管理及び文書情報公開に関する規程を整備するものとす

る。 

第２０条 法人は、所有する情報について、閲覧権限を整理するとともに、閲覧権限

を有する者が効率的に情報を検索できるよう、体系的な情報の保存その他必要な措

置を行うものする。 

 （監事及び監事監査に関する事項） 

第２１条 法人は、監事及び監事監査に関する規程を整備し、当該規程に次に掲げる

事項を定めるものとする。 

 (1) 監事が有する権限 

 (2) 監査の結果に係る理事長への報告 



 (3) 監査の結果の業務への適切な反映 

 (4) 監査の結果に対する改善状況の監事への報告 

 (5) 役職員の不正若しくは違法行為又は著しい不当事実がある場合の監事への報告

義務 

 (6) 法人の意思決定に係る文書の閲覧 

２ 法人は、監事監査が円滑かつ適切に実施されるよう、必要な措置を行うものとす

る。 

第２２条 法人は、前条に規定する監事及び監事監査に関する規程を定め、又はこれ

を変更する場合は、監事の意見を聴かなければならない。 

第２３条 法人は、理事長及び監事の意思疎通を確保できるよう、定期的な連絡の機

会を設ける等、必要な体制を整備するものとする。 

 （内部監査に関する事項） 

第２４条 法人は、内部監査を担当する組織を設置し、内部監査を実施するとともに、

内部監査の結果及びそれに対する改善措置状況を理事長に報告するものとする。 

 （内部通報及び外部通報に関する事項） 

第２５条 法人は、内部通報及び外部通報に係る通報窓口の設置、運営等に関する規

程を整備するものとする。 

 （業務の委託） 

第２６条 法人は、業務の一部を法人以外のものに委託することにより効率的にその

業務を遂行することができると認められ、かつ、委託することにより優れた成果を

得られることが十分期待できる場合は、業務の一部を委託することができる。 

 （委託契約） 

第２７条 法人は、前条の規定により業務を委託するときは、受託者との間に業務に

関する委託契約を締結するものとする。 

 （その他） 

第２８条 この業務方法書に定めるもののほか、その業務に関し必要な事項は、別に

定める。 

   附 則（平成３０年４月１日認可） 

 （施行期日） 

 この業務方法書は、平成３０年４月１日から施行する。 


